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秋冷の候、貴社ますますご盛栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、

厚く御礼申し上げます。 

さて、2023 年（令和 5 年）10 月 1 日からインボイス制度が施行されました。インボイス

（適格請求書）を発行できるのは、①課税事業者で、②登録を受けたインボイス発行事業者

のみとなります。そして、原則として、インボイスの保存と適正な記帳に基づいて経費等の

消費税を控除することとなりました。 

したがいまして、すでにご承知と思いますが、お手元に届いた支払に係る請求書や領収書

等の会計書類が、インボイスに必要な下記の 6 つの記載事項が満たされているかどうか、

事業者において確認し保存することが必要になります。また、貴社がインボイス登録して発

行した売上に係る請求書や領収書等についても同様となりますのでご留意いただきますよ

うよろしくお願いいたします。 

【6 つの記載事項】 

① 売り手（請求書や領収書の作成者）の氏名又は名称及び登録番号 

② 取引年月日 

③ 取引の内容（持ち帰りの飲食料品など軽減税率の対象なら、その旨） 

④ 税率ごとに合計した対価の額（税抜または税込）と適用税率 

⑤ 税率ごとの消費税額 

⑥ 買い手（請求書や領収書を受け取る側）の氏名又は名称（宛名の部分） 

 



 

 Point  請求書  

※登録番号等が記載されていない場合は、 

免税事業者かどうかをご確認ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Point  明細付き領収書  

※取引内容に該当する明細部分は切り取らないでください。 

 

 

 

 

 

 

 

 Point  手書き領収書  

※記載事項に不足がある場合は、発行元に再発行のご依頼をしてください。 

 

 

 

 

 

 

 



国税庁のホームページに、Q&A や動画などで分かりやすく掲載されておりますので、 

ご利用ください。 

 


